
 
 
 
 
   去る 6月 19日、西戸山第二中学校で第 14回の統合協議会が開催されました。まず、5月 21日に開
催された分科会の報告があり、平成 23年 4月に西戸山中学校と西戸山第二中学校が統合し、両校が同時に
新校へ移転することが確認されました。次に、平成 23年 3月末移転・4月統合に向けた新校建設スケジュ
ールの説明の後、営繕課から新校舎設計に関する協議事項について説明がありました。今後は新校舎検討

部会で新校舎設計の数案について検討し、統合協議会に諮っていきます。次に報告事項として、6 月 6 日
に開催された第 1 回校庭活用検討部会について、新宿区議会への陳情について、地区計画変更手続きにつ
いて、それぞれ報告がありました。統合協議会では新宿区議会に対し、西戸山中学校の仮校舎期間の通学

路における生徒の安全確保のため、現在無系統高田馬場行として出入庫している高 71系統のバスダイヤを
通し運行とすることを東京都交通局に働きかけるよう陳情を提出しました。 
 次回の統合協議会は 7月 5日に西戸山第二中学校で開催予定です。 

   新校建設スケジュールについて（建設校地：西戸山中学校校地） 

○平成 19年 5 月中旬～平成 20年 3月下旬  

 

○平成 20 年 7 月～12 月 旧校舎解体工事 

○平成 21 年 5 月末～平成 22 年 12 月末 新校舎建設工事 

○平成 23 年 1 月～3月 開校準備 

○平成 23 年 3 月末 新校舎へ移転 

○平成 23 年 4 月 統合 

校庭活用検討部会報告 

6 月 6 日に第 1回校庭活用検討部会が西戸山中学校で開催され、共通認識や検討内容について確認されま

した。校庭活用検討部会では西戸山中学校と西戸山小学校の間にある区道が廃止され、西戸山中学校の敷

地となることを受けて、両校が必要に応じ、横断的に校庭を活用することも視野に入れ、狭い校庭をでき

る限り有効に活用するための方策を検討していきます。 

共通認識 ○1 小学校・中学校とも区内の学校では 27 番目・10 番目の広さである。 

     ○2 児童・生徒の安全対策は最優先すべき課題である。 

     ○3 現状維持ではなく、将来の連携教育も見据えた建設的な考えを取り入れる。 

     ○4 上記○3 を見据えつつ、当面、通常は小・中の校庭は独立したものとし、必要に応じて相互

      利用可能なものとすることを前提とする。 

検討内容 ○1 両校が必要に応じて校庭を譲り合って、横断的に使えるように整備することの利点・問題

      点を明確にする。 

     ○2 整備仕様をどうするか。 

     ○3 工事期間について。 

     ○4 運用について。 

     ○5 管理について。 

百人町三・四丁目地区地区計画変更について 

百人町三・四丁目地区地区計画により、改築に伴って西戸山中学校南・東側道路を 12ｍの幅員にするた

め、道路に接する学校の敷地を 2ｍ後退しなければならないことについて、統合協議会では昨年から区と話

し合いを行ってきました。その結果、東側道路の計画幅員を変更することで、東側道路に面する学校敷地

は後退せず、南側道路に接する敷地のみ当初の地区計画どおり 2ｍ後退する地区計画の変更「原案」の説明

が区からされました。区では地区計画の変更手続きを進めています。 

 

 

  

新校舎基本設計（建物、校庭、教室等の配置計画）及び 

新校舎実施設計（各教室等の詳細設計） 
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西戸山小・西戸山中間の廃止した区道について

平成 19 年 8月～平成 20 年 4 月 車両通行止 

平成 20 年 4月～ 閉鎖予定 
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